
資料３

１．３５人以下学級の推進による教職員定数の改善

（前 年 度 予 算 額 1,593,767百万円）
23年度予算額(案) 1,566,649百万円

１．要 旨

新学習指導要領の本格実施や、いじめ等の学校教育上の課題に適切に対応し、教員が子

ども一人一人に向き合う時間を確保することにより、子どもたちの個性に応じたきめ細や

かで質の高い教育の実現が急務。

このため、３５人以下学級については、平成23年度は、小学校１年生について制度化する。

学級編制の標準の引下げは、現行の４０人学級がスタートした昭和55年以来、30年ぶり

２．内 容

小学校１年生の３５人以下学級の実現に必要な4,000人の教職員定数を措置するため、

純増300人を含む2,300人の定数改善を行う。

教職員定数は、平成22年度に引き続き純増→２年連続の純増は、平成３年度以来、20年ぶり

※ 既に地方自治体において少人数学級に使われている加配定数1,700人分を活用。

※ 少人数指導や通級指導などを実施するための加配定数は引き続き維持。

［23年度予算案 4,000人の内訳］

① 小学校１年生の３５人以下学級を実現 ３，７７０人

② ３５人以下学級の実施に伴う教職員配置の充実 ２３０人

・副校長・教頭の配置の充実（１００人）

・生徒指導(進路指導)担当教員の配置の充実（３０人）

・事務職員の配置の充実（１００人）

計 ４，０００人

平成23年度義務教育費国庫負担金について（国家戦略担当・財務・文部科学３大臣合意）

平成22年12月17日

義務教育費国庫負担金については、以下の基本的な方針に沿って扱うものとする。

１．小学校1年生の35人以下学級を実現する（4,000人の教職員定数を措置）。

２．具体的には、300人の純増を含む2,300人の定数改善を行うとともに、加配定数の一部（1,700人）

を活用する。

３．35人以下学級については、小学校1年生について、義務標準法の改正により措置することとし、

次期通常国会に法案を提出すべく、早期に改正案の具体化を進める。

４．平成24年度以降の教職員定数の改善については、学校教育を取り巻く状況や国・地方の財政状況

等を勘案しつつ、引き続き、来年以降の予算編成において検討する。



３５人以下学級の推進による教職員定数の改善

１．３５人以下学級の推進

２．学級編制の弾力化

学級編制の標準：４０人 小学校１年生は３５人に

（参考）
○ 公立の小中学校の学級編制の標準の改善経緯
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○ 公立の小・中学校等の学級編制の標準は義務標準法により規定。

例えば小学校１年生について、一学年の児童生徒が36人の場合、一学年を18人ずつ
に分割せず、担任とTTで授業を実施することも可能。

（標準法制定
直前の各県の
基準の平均）

６０人

○ 市町村が地域や学校の実情に応じ、弾力的に学級を編制できるような仕組みの構築

引下げは３０年ぶり

○憲法の要請に基づき、義務教育の根幹（機会均等、水準確保、無償制）を国が責任をもって支える制度。
・市町村が小中学校を設置・運営。
・都道府県が教職員を任命し、給与を負担（２／３負担）
・国は教職員給与費の１／３を負担。
※公立義務教育諸学校の教職員（約70.3万人：小学校42.3万人、中学校24万人、特別支援学校4万人）の

給与費（総額約５兆円）

【参考】義務教育費国庫負担制度


